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■まとめ：バリバリ型かホドホド型か

■はじめに：高齢社員の活用に向けて
　少子化により，労働力人口の不足が懸念され
ており，新規採用が困難ななか，既存の社員の
会社への貢献意欲を高めていくことが必要不可
欠な状況です。
　こうしたことから，高年齢者雇用対策は，企
業にとって重要な課題となっています。
　国の働き方改革実行計画においても「高齢者
の就業促進」が挙げられています。65歳以降の
継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業
への支援を充実し，将来的に継続雇用年齢等の
引き上げを進めていくための環境整備を行うこ
とや，多様な技術・経験を有するシニア層が，
1つの企業に留まらず，幅広く社会に貢献でき
る仕組みを構築すること等が記載されています。
　そこで本稿では，最近の法改正に対応した高
年齢者雇用対策を解説します。高年齢者の就業
環境整備についても取り上げて解説します。高
年齢者雇用対策を推進する上で，少しでもご参
考になれば嬉しく思います。
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